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図表5　サ高住，有料老人ホーム，特養の定員数の変化

サ高住「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」各年 12 月末現在
有料「社会福祉施設等調査の概況」各年 10 月末現在
特養「介護サービス施設・事業所調査」各年 10 月末現在

図表4　サ高住，有料老人ホーム，特養の施設数の変化

サ高住「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」各年 12 月末現在
有料「社会福祉施設等調査の概況」各年 10 月末現在
特養「介護サービス施設・事業所調査」各年 10 月末現在
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②  授業前―要介護状態になった時に生活したい場
所

「あなたは，要介護状態になった時に，どこで
どのように生活したいですか」という質問に対し
ては，最も多かったのが「公的な施設（特別養護
老人ホーム等）に入り，介護サービスを受けたい」
で 11 名，次に「自宅で介護サービスを受けたい」
が 10 名であった．「民間の施設（サービス付高齢
者向け住宅や有料老人ホーム）に入り，介護サー
ビスを受けたい」は 4 名，「子どもや親族と同居
して（自分の自宅に呼び寄せる），家族介護や介
護サービスを受けたい」「子どもや親族と同居し
て（自分が移動する），家族介護や介護サービス
を受けたい」がそれぞれ 1 名，「病院に入院した
い」「わからない」「その他」もそれぞれ 1 名で
あった．この結果からは，公的な施設と自宅とい
う選択肢が希望としては二分していること，本稿
でいうところの「多様な住まい」での生活は家族
介護の希望よりも多いものの，あまり意識されて
いないことが明らかとなった．

③  授業後―要介護状態になった時に生活したい場
所
介護保険制度や国の方針の説明，公的な施設へ

の入居の難しさや「多様な住まい」の種類や課題
を提示する内容の講義が終了した後に，再度アン
ケートを実施した．すなわち，「再度おたずねし
ます．あなたは，要介護状態になった時に，どこ
で，どのように生活したいですか」という質問を
した．「自宅で介護サービスを受けたい」は 16 名
で，授業前の 10 名から増加した．一方で，「公的
な施設（特別養護老人ホーム等に入り，介護サー
ビスを受けたい）」は 6 名で，授業前の 11 名から
減少し，自宅との割合が逆転した．「民間の施設

（サービス付高齢者向け住宅）に入り，介護サー
ビスを受けたい」が 2 名，「民間の施設（有料老
人ホーム）に入り，介護サービスを受けたい」が

3 名と，合わせて 5 名が「多様な住まい」と回答
しており，授業前の 4 名より 1 名増加した．一方
で，「子どもや親族と同居して，家族介護や介護
サービスを受けたい」は 0 名と，授業前の 2 名か
ら減少した．

授業の内容がダイレクトに反映した形となった
が，これまでにこうした情報を知る機会があまり
なかった人もいたかもしれない．また，在宅福祉
サービス重視の政策方針や「多様な住まい」の実
態を知ることで，介護＝公的な施設，というイ
メージが払しょくされたことも推測される．

④  授業後―要介護や終末期の備えとしての「住み
替え」
続いて「あなたは，要介護期や終末期に備えて，

住み替えをしようと思いますか」という質問をし
た．「住み替えは考えていない（ずっと現在の自
宅で生活する）」が 12 名と最も多かった．一方で，

「住み替えを考えている」のも 10 名と全体の 1／
3 にのぼった．「住み替えは考えていない（すで
にシニアマンションやサ高住，有料老人ホームに
住み替えた）」は 3 名であったが，授業前にはこ
れらに住んでいると回答した人は 0 名であった．
3 名のうち 2 名は授業前には持ち家一戸建てと回
答しているが，子どもの近くなどに新しく「住み
替え」ていたことが推測される．また，1 名は授
業前には賃貸共同住宅（サ高住以外）と答えてお
り，選択肢に入れていなかった賃貸型シニアマン
ションに「住み替え」ていたことが推測される．
なお，わからないも 3 名，無回答も 2 名であった．

また，「住み替えを考えている」10 名に複数選
択でどこに住み替えたいかを質問したところ，

「子どもや親族の近く，サービスが充実している
地域など，別の地域の住宅」が 6 名で，「有料老
人ホーム（できるだけ今の地域）」3 名，「有料老
人ホーム（今の地域にこだわらない）」3 名と有
料老人ホームと回答した人は計 6 名であった．
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「サービス付高齢者向け住宅（今の地域にこだわ
らない）」3 名，「サービス付高齢者向け住宅（で
きるだけ今の地域）」1 名とサービス付高齢者向
け住宅と回答した人は計 4 名であった．授業前に
はこれらの場所で生活したいと回答した人は 4 名
であったので，増加が見られたと言えるだろう．
また，「バリアフリー構造のシニアマンションな
ど，別の形態の住宅（できるだけ今の地域）」2 名，

「バリアフリー構造のシニアマンションなど，別
の形態の住宅（今の地域にはこだわらない）」1
名と計 3 名がシニアマンションを選択肢として考
えている．

この質問では，今暮らしている地域へのこだわ
りがどの程度あるのかを知ることも目的としてい
たが，最も多い回答は「子どもや親族の近く，
サービスが充実している地域など，別の地域の住
宅」であり，10 名中 6 名は今の地域へのこだわ
りよりも，家族やサービスの充実が重要であると
考えていると言えるだろう．また，有料老人ホー
ム，サービス付高齢者向け住宅，シニアマンショ
ンと答えた人のうち，今の地域は 6 名，今の地域
にこだわらないは 7 名と，やはり今暮らしている
地域をそれほど重視しているわけでないことが推
測される．地域包括ケアシステムは，住み慣れた
地域での生活を継続させることを目指している
が，「住み慣れた地域」というよりも，「自分が生
活したい地域」の方が現実に即しているのではな
いだろうか．すなわち，現実的な選択肢である

「住み替え」を念頭にした地域づくりが必要であ
るとも言える．

おわりに
私的扶養を受けられない経済的に困窮状態にあ

る人を対象とした養老院にルーツを持つ養老施設
は，第二次大戦後になってその数を増加させて
いった．一方で，要介護高齢者を対象とした特別
養護老人ホームが制度化されるのは 1960 年代で，

とくに 1970 年初頭の緊急整備によって急増した．
ゴールドプランによる在宅重視の中，「施設の住
宅化」が進み，今日では施設と在宅の中間的な性
格を持つ地域密着型サービスや，サービス付高齢
者向け住宅，有料老人ホーム，さらにはシニア向
けマンションなどの民間事業者による「多様な住
まい」が急増している現状がある．

サービス付高齢者向け住宅や有料老人ホームは
高齢者住まい法や老人福祉法といった法律に位置
づけられた住まいで，届け出が必要であり行政が
監督・指導することができる．しかし，無届施設
の存在や，数の多さもあり監督・指導が徹底でき
ていないという課題がある．さらに，特別養護老
人ホームなどの公的な施設でも介護従事者が不足
している状況下では，とくに安さを売りにする有
料老人ホームでの介護の質の低下は深刻である．
また，公的な施設とは異なり，地域との関係も希
薄で孤立化してしまうことも，有料老人ホームの
介護の質の低下につながっていることも推測され
る．

30 名という少人数のアンケート調査の結果を
一般化することは出来ないが，要介護状態になっ
たら公的な施設に入るという回答と自宅という回
答が半々だったことから，施設サービスと在宅
サービス以外の選択肢である「多様な住まい」へ
の認識はまだ低いということが明らかになった．
これらへの「住み替え」の意識も低い現状がある．
一方で，今暮らしている地域へのこだわりはそれ
ほど高くはなく，「多様な住まい」の整備次第で

「住み替え」が今後進む可能性もある．
地域包括ケアシステムは，施設も地域の一員で

あるとして，施設機能を地域に開くことや，専門
的知識や技術をもって地域住民に貢献することが
目指されている．今後，「多様な住まい」がどの
ように地域に貢献していくか，地域住民とどのよ
うに関わりを持っていくかといったことが議論さ
れる必要がある．また，「多様な住まい」への「住
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み替え」が選択肢となるためには，新しい地域住
民が暮らしやすい地域となるような工夫も，今後
ますます地域には必要となってくるのではないだ
ろうか．

注
 1）  日本聖公会が名古屋市の下江川町に 1892 年（明治

25 年）「養老院」を設立したのが最初であるとも言

われている．その後，1897 年（明治 30 年）に日本

聖公会の宣教師 J.C ロビンソン氏が，名古屋市横

代官町に 1897 年（明治 30 年）に「ロビンソン養

老院」を設立した（岡本 2011）．

 2）  聖ヒルダ養老院は 1898 年（明治 31 年）には麻布

区永坂町（現港区麻布永坂町），さらに麻生区龍土

町（現港区六本木）に移転している．

 3）  居宅での対応において鍵となったのが，地域の篤

志家である方面委員である．施設入所についても

方面委員の推薦が必要であったところもあるなど，

困窮者の救済において大きな影響を持っていた．

 4）  たとえば，浴風園の 1932 年（昭和 7 年）の新規入

所者のうち救護法委託を受けたのは 54 名，委託に

依らない普通入園は 42 名であった．入所者全体と

して見れば，その年の末の入所者数は救護法委託

51 名に対して，普通入園は 425 名であった．

 5）  養育院では，1930 年代後半から児童専門のための

施設がいくつか創設されていた．

 6）  1975 年（昭和 50 年）には 73 施設と増加し，その

後若干減少したものの 1980 年（昭和 55 年）には

76 施設，1985 年（昭和 60 年）には 97 施設と増加

している．

 7）  地域密着について小笠原は「本来，人がその人ら

しく生きていくためには，それまでの生活の中で

育んできたなじみの人間関係を保ちながら，介護

を受けられることが必要である，そういう点では，

たとえ日常生活に必要なサービスが全て受けられ

たとしても，地域と隔絶された病院のような施設

での生活は，その人の思いを十分に満たすことは

できない」（小笠原 2003：20）と述べている．

 8）  ユニットケアは，1 ユニット 10 人程度とし，それ

を生活単位としたうえで「生活単位＝介護単位」

としてその単位ごとに介護を行うという考え方で

ある．

 9）  平岡公一は，これまでの「家族要件」が緩和，撤

廃され，「介護保険制度では，基本的に要介護度の

みでサービスの利用の可否が決まる仕組みとなり，

『介護の社会化』原則が徹底された」と説明してい

る（平岡 2018：57）．

10）  『週刊東洋経済』2019 年 10 月 26 日号 49 頁

11）  この制度変更により，2016 年の特別養護老人ホー

ムの待機者は 37 万人となった．

12）  『週刊東洋経済』2019 年 10 月 26 日号 49 頁

13）  平成 22 年度版高齢者白書によると（平成 20 年「病

院危害情報からみた高齢者の家庭内事故」国民生

活センター），65 歳以上高齢者の住宅内の事故の発

生場所として一番高い割合なのが，居室 25.8％，

ついで階段 13.1％，台所 11.9％となっている．介

護保険における住宅改修の支給限度基準額は，要

介護度にかかわらず在宅サービスの支給限度額と

は別枠で 20 万円までと定められ，そのうちの 1～3

割が原則自身の負担となる．この助成は原則とし

て 1 人につき 1 度であるが，転居して住所が変わ

る場合や，初回改修時の要介護状態区分から 3 段

階以上上がった場合には再度利用することができ

る．住宅改修の工事は，①手すりの取り付け，②

段差の解消，③滑りの防止および移動の円滑化等

のための床または通路面の材料の変更，④引き戸

等への扉の取り換え，⑤洋式便器等への便器の取

り換え，⑥その他の 6 項目からなっている．これ

らはケアマネジャーと共に，また福祉住環境コー

ディネーターや市区町村が独自に定めた住宅改修

アドバイザーなどの知識を借りながら実施される

ことになる．

14）  地域包括ケアシステムの概念は，社会保障制度改

革プログラム法（2013 年）第 4 条において，「地域



社会福祉　第 60 号　2019

－ 164 －

の実情に応じて，高齢者が可能な限り，住み慣れ

た地域でその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう，医療，介護，介護予防

（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防

又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しく

は悪化の防止を言う），住まい，及び自立した日常

生活の支援が包括的に確保される体制をいう」と

定義され，医療介護総合確保推進法（2014 年）で

もほぼそのまま受け継がれている．

15）  とくに必須のサービスである安否確認・生活相談

を担う LSA についても，住み込み型，通勤型（派

遣），通勤型（巡回）の類型があり，提供できるサー

ビスにも大きな差がある．

16）  東京大学高齢社会総合研究機構，独立行政法人都

市再生機構（UR），柏市で構成する豊四季台地域

高齢社会総合研究会が 2010 年（平成 22 年）に立

ち上がり，「住み慣れた場所で自分らしく老いるこ

とのできるまちづくり：Aging in Place」の提案と

実践，そのためのモデルプロジェクトを展開して

きた．

17）  2017 年 5 月 7 日の朝日新聞によると，入居者の

88％が要介護認定を受け，要介護 3 以上の重度者

は 30％にも上るといわれている．

18）  この火災事故は 2009 年（平成 21 年）3 月 19 日に

発生したもので，施設で暮らす 10 名が死亡した．

死亡した 10 名のうち 7 名が東京都内の自治体から

生活保護を受けていたことが判明した．また，認

知症や介護が必要な入居者もいた．すなわち，本

来であれば養護老人ホームや特別養護老人ホーム

に入居する資格のある入居者であったのだ．また，

無届施設であるが故に夜間の職員は 22 名の入居者

に対して当日は 1 名しかおらず，スプリンクラー

などの設備もなかった．

19）  それでも，たとえば『週刊ダイヤモンド』2019 年

10 月 12 日 号 に よ る と，「虐 待 回 避 の 10 カ 条 」

（p63）の中の「施設見学時の確認事項と質問項目」

に「施設の風通しのよさ（家族や部外者との交流）

をチェック！」として「近隣の小中学校や町内会

など，外部組織との定期的な連携，交流はあるか」

として，地域との関わりが挙げられている．

20）  たとえば神奈川県川崎市にある住宅型有料老人ホー

ムメディカルセンチュリーハウス溝の口では，食

材調達や調理を社員が担い，ホームの食堂を利用

した地域の人たちに向けた子ども食堂を開催して

いる．
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